
船舶事故調査報告書 

平成２７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２７年８月２３日 １３時４２分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港北浜ふ頭 

 名古屋港東航路第１２号灯標から真方位１６６°９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°００.３′ 東経１３６°５０.６′） 

事故の概要 プレジャーボートフォーイレブンは、航行中、名古屋港北浜ふ頭の

桟橋に衝突した。 

フォーイレブンは、同乗していた知人が負傷し、右舷船首部に破口

を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年８月２７日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート フォーイレブン、５トン未満（長さ６.３４ｍ） 

 ２４０－４５８１４愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 本船 右舷船首部に破口 

桟橋 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

事故の経過 船長は、北浜ふ頭の西方に張り出した民間会社の専用岸壁を右舷側

に見て、約１２ノットの対地速力で西進し、同岸壁の南西端付近で右

転しようとした際、家族に連絡を入れるために携帯電話を操作した。 

本船は、右回頭中、その右舷船首部が専用岸壁の西側に設置された

Ｇ１桟橋の南端に衝突し、船首付近にいた同乗者が負傷した。 

同乗者は、約１か月の通院を要する後頭部挫創と診断された。 

分析  本船は、船長が、北浜ふ頭の西方に張り出した岸壁の南西端付近で

右転する際、携帯電話の操作に気をとられ、前方の見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｇ１桟橋に向けて航行していることに気付

かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が前方の見張りを適切に行っていなかったため、本

船がＧ１桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は携帯電話の操作をすることなく、常時、適切な見張りを

行うこと。 
 


